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第 ８ 回   熊本県議会  教育警察常任委員会会議記録 

 

平成27年１月27日(火曜日) 

            午後１時29分開議 

            午後２時58分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 報告事項 

①熊本県いじめ調査委員会調査報告書

 の概要について 

②運動部活動及びスポーツ活動の基本

方針の策定について 

③性暴力被害者のためのワンストップ

 支援センターの設置構想について 

   ――――――――――――――― 

出席委員(７人) 

        委 員 長 増 永 慎一郎 

        副委員長 甲 斐 正 法 

        委  員 小 杉   直 

        委  員 平 野 みどり 

        委  員 氷 室 雄一郎 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 溝 口 幸 治 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし)                   

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 教育委員会 

         教育長 田 崎 龍 一 

教育理事 豊 田 祐 一 

教育総務局長 吉 田 勝 也 

教育指導局長 上 川 幸 俊 

首席審議員兼教育政策課長 能 登 哲 也 

学校人事課長 山 本 國 雄 

社会教育課長 福 澤 光 祐 

文化課長 手 島 伸 介 

        施設課長 清 原 一 彦 

      高校教育課長 越 猪 浩 樹 

政策監兼高校整備推進室長 田 村 真 一 

義務教育課長 浦 川 健一郎 

特別支援教育課長 栗 原 和 弘 

人権同和教育課長 池 田 一 也 

体育保健課長 平 田 浩 一 

警察本部 

本部長 田 中 勝 也 

警務部長 黒 川 浩 一 

生活安全部長 佐 藤 正 泉 

刑事部長 池 部 正 剛 

交通部長 木 庭   強 

        警備部長 潮 﨑 樹 典 

       首席監察官 吉 長 立 志 

参事官兼警務課長 林   修 一 

参事官兼会計課長 甲 斐 利 美 

理事官兼総務課長 田 中 哲 浩 

理事官兼広報県民課長 芹 川 英 文 

参事官兼生活安全企画課長 北 野 陽 祐 

参事官兼刑事企画課長 奥 田 隆 久 

参事官 真 嶋   浩 

参事官兼交通企画課長 髙 山 広 行 

交通規制課長 木 庭 俊 昭 

参事官兼警備第一課長 宮 崎 正 道 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 左 座   守 

     政務調査課主幹 法 川 伸 二 

――――――――――――――― 

  午後１時29分開議 

○増永慎一郎委員長 こんにちは。 

 ただいまから、第８回教育警察常任委員会

を開会いたします。 

 まず、きょうは、ほかの委員会と比べまし

て、昼からの開催になったことをおわび申し

上げたいというふうに思っております。 

 まず、本日の委員会に２名の傍聴の申し出
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がありましたので、これを認めることとしま

した。 

 本日の議題として、教育委員会から２件、

警察本部から１件の報告事項があります。教

育委員会、警察本部の順に説明を求め、質疑

については、執行部の説明終了後、一括して

受けたいと思います。 

 なお、執行部が説明を行われる際は、効率

よく進めるため、最初に一度立っていただい

た後、説明は、着座のまま、簡潔にお願いし

ます。 

 それでは、まず、教育長から総括説明を行

い、続いて担当課長から説明をお願いしま

す。 

 初めに、田崎教育長。 

 

○田崎教育長 教育警察常任委員会の委員の

皆様には大変お世話になっております。本日

予定しております教育委員会関係報告事項の

概要につきまして御説明をさせていただきま

す。 

 まず、熊本県いじめ調査委員会調査報告書

の概要についてでございますが、２年前の平

成25年４月11日、県立高校３年の女子生徒の

自死という、悔やんでも悔やみ切れない出来

事が発生をいたしました。 

 事案発生の５日後に当該高校の校長を委員

長とします学校調査委員会を設置し、事案の

状況等を取りまとめた調査結果を平成25年７

月と９月に御遺族に御報告をいたしました

が、御遺族はその内容に納得されず、御遺族

から要請を受ける形で、平成26年１月21日

に、知事部局に県いじめ調査委員会が設置さ

れ、学校調査委員会の調査結果に関する調

査、審議が行われ、本年１月15日に、知事に

対して再調査の調査報告書の答申がございま

した。 

 また、１月16日付で、知事から、私に対し

まして、再調査結果の通知があり、あわせ

て、これを踏まえて、重大事態への適切な対

処と再発防止のために必要な措置を講じるよ

う要請があったところでございます。 

 本日は、この報告書の概要を御報告します

とともに、教育委員会としての今後の取り組

みについて御報告をさせていただきます。 

 報告書では、体育大会に向けたダンスの練

習における厳しい言葉など、ダンスの練習に

関する８項目を初め、計９項目についていじ

めと認定しており、「ダンスの練習におい

て、厳しい視線や言葉を浴びせられるなどの

いじめ行為については、本生徒にとって強い

心理的負担の一つであったことは間違いな

く、いじめが自死の要因の一つになったもの

と考えられる」との調査委員会の見解を教育

委員会としまして厳粛に受けとめておりま

す。 

 安全、安心であるはずの学校が、いじめを

把握できなかった責任は重く、御遺族の胸中

をお察しし、亡くなられた生徒さんに対し、

改めて哀悼の意を表しますとともに、御遺族

に対し、心からおわびを申し上げたいと思い

ます。 

 報告書では、学校調査のプロセスや方法、

学校調査の見解、再発防止等の取り組みの３

点について検証がなされており、学校調査委

員会の体制やいじめの有無に関する調査、審

議等において不十分であった点の御指摘をい

ただきました。 

 報告書の詳細につきましては、後ほど担当

課長から説明させますが、学校調査委員会の

体制について、委員のうち外部の専門家が１

人のみで、専門性、客観性の観点で問題があ

った点などの指摘をいただいております。 

 いじめの有無や自死の要因の調査分析につ

いては、聞き取り調査で得られた証拠に基づ

く整理、分析を行った形跡が見られなかった

ことなど、不足している点の御指摘がありま

した。 

 さらに、再発防止等の観点からの取り組み

が不十分だったことについて、全教職員によ
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る本事案の振り返りと共通理解の場を設けな

かった点などの御指摘をいただいておりま

す。 

 この事案は、いじめ防止対策推進法の施行

前に発生した事案であり、いじめ防止基本方

針もない中で私どもも精いっぱい取り組んで

きたつもりでありますが、今回の御指摘を重

く受けとめ、対応が不十分であった点につい

ては、今後改善してまいりたいと考えており

ます。 

 これらの検証結果に基づきさまざまな提言

をいただいておりますので、この提言を真摯

に受けとめ、今回の事案から生まれる反省と

教訓を生かし、二度とこのようなことが起こ

らないよう、いじめの未然防止と早期発見の

ための取り組みを進めるとともに、再発防止

に向けたマニュアル整備や教職員の研修等を

充実させ、命を大切にする心を育む教育を学

校総体として誠心誠意取り組んでまいりたい

と考えております。 

 次に、運動部活動及びスポーツ活動の基本

方針については、昨年２月に運動部活動及び

スポーツ活動のあり方検討委員会からの提言

を受けまして、各市町村教育委員会や体育協

会、総合型地域スポーツクラブや保護者等か

らいただいたさまざまな意見を踏まえ、今後

の具体的な取り組みも含めた運動部活動等の

基本方針として、今年度中に策定することと

しております。 

 以上が報告事項の概要でございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を

させますので、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

 

○越猪高校教育課長 高校教育課でございま

す。着座にて説明させていただきます。 

 資料の１ページをお願いいたします。 

 熊本県いじめ調査委員会調査報告書の概要

について御説明いたします。 

 平成25年４月に県立高校で発生したいじめ

に係る重大事態、自死事案については、平成

26年１月に知事からの諮問を受けた熊本県い

じめ調査委員会において再調査が行われてき

ましたが、調査結果がまとまり、去る平成27

年１月15日木曜日に知事への答申が行われま

した。その後、翌日には、知事から教育長に

対して再調査結果の通知があり、あわせて、

これを踏まえて、重大事態の適切な対処と再

発防止のために必要な措置を講じるよう要請

があったところでございます。 

 なお、担当の健康福祉部では、２月議会で

報告議案を提出することとしており、厚生常

任委員会での審議も、議案を提出する２月議

会会期中の委員会で御審議をいただく予定で

あると聞いていますが、教育委員会といたし

ましては、答申を受ける立場であり、答申後

の対応が必要となることから、本日の委員会

に御報告するものでございます。 

 それでは、熊本県いじめ調査委員会調査報

告書の概要について御説明いたします。 

 １、委員会の概要。 

 熊本県いじめ調査委員会は、平成25年９月

に施行されたいじめ防止対策推進法に基づき

設置された知事の附属機関でございます。 

 調査委員会の役割は、法に基づき、いじめ

に係る重大事態が発生した場合に、学校等が

行った調査の結果について調査するものであ

り、その調査目的は、当該重大事態の対処と

再発防止のためと位置づけられております。 

 知事からの諮問を受け、必要な調査、審議

を行うため、法律、医療、心理、福祉、教育

の専門分野から５人の委員で構成されていま

す。 

 ２、事案の概要。 

 平成25年４月に発生した当時県立高校３年

生の女子生徒の自死事案について、知事から

の諮問を受け、審議が行われました。亡くな

られた御本人の携帯電話のメモに遺書的な文

言が書かれており、いじめの可能性が考えら

れることから、事案発生後、学校において調
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査委員会を設置し、全校生徒へのアンケート

や聞き取り調査が行われました。 

 その後、７月と９月に調査結果が御遺族に

報告されましたが、御遺族は納得されず、第

三者委員会等による再調査を求められまし

た。 

 本事案は、いじめ防止対策推進法の施行前

の事案でございますが、法の趣旨や考え方を

踏まえ、昨年１月に、知事から調査委員会に

調査、審議の諮問がなされたという経過にな

ります。 

 ２ページ目をお願いします。 

 ３、知事からの諮問事項。 

 知事からの諮問事項は、(1)学校調査のプ

ロセスや方法について、(2)学校調査の見解

について、(3)学校における再発防止等のた

めの取り組みについての３点でございます。 

 ４、審議経過。 

 資料に記載しておりますとおり、平成26年

１月21日から12月５日まで、計14回の委員会

を開催し、審議が行われました。 

 その他、御遺族、学校関係者などからの聞

き取り調査、個別の心理分析などを実施され

ております。 

 ３ページ目をお願いします。 

 ５、検証結果。 

 まず、諮問事項の１点目である学校調査の

プロセスや方法等についての検証結果のポイ

ントでございます。 

 まず、学校が設置した調査委員会の体制に

ついてですが、外部の専門家は社会福祉士の

方１名のみであり、残りの５名は、学校や教

育委員会の関係者でした。調査分析に必要な

さまざまな専門性、調査の客観性において問

題ある体制であったということが指摘されて

おります。 

 また、調査委員会の事務局機能といったも

のがなく、重大事態を調査するには不十分な

体制であったということも指摘されておりま

す。 

 次に、学校内部における危機対応の役割分

担がなされておらず、学校長に責任と負担が

集中したこと、また、調査委員会の委員長を

学校長が務めたことにより学校長としての対

応と委員長としての対応が混在し、その結果

として、御遺族の不信感が高まったことが指

摘されております。 

 次に、調査委員会において、事実認定に当

たっての判断基準やいじめ認定における理由

や根拠など本来なされるべき調査分析の手順

や内容が、報告書や調査資料の中で明らかに

されないままに見解が導き出されているとい

うことが指摘されております。 

 最後に、御遺族への説明について、調査の

方針や委員構成などの事前説明がなされてお

らず、また、調査経過についての説明も適切

に行ったとは言いがたく、早い段階で御遺族

との信頼関係が崩れてしまったということが

指摘されております。 

 ４ページ目をお願いします。 

 次に、学校調査の見解についての検証結果

を御説明いたします。 

 この項目は重要な部分ですので、９ページ

を割いて説明してあります。 

 検証の手順としては、まず、この事案に対

する調査委員会としての見解を取りまとめ、

それに基づいて学校調査の見解が検証されて

おります。 

 いじめの定義については、法に基づくいじ

めの定義、特に、受けた本人が心身の苦痛を

感じていたかという法の考え方を基本として

認定作業が進められました。 

 まず、学校から提出された資料である全校

生徒へのアンケートや生徒、職員への聞き取

り調査記録の記載内容を全て確認して、本生

徒の自死と何らかの関係があると判断した証

言をピックアップしてあります。あわせて、

調査委員会として実施した追加の聞き取り調

査で得られた証言も同様にピックアップし

て、計462件の証言を抽出してあります。 
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 ５ページ目をお願いします。 

 次に、その462件の証言をダンスの練習や

本人の人物像など関連する場面ごとに整理し

ていくとともに、これを、同じ場面のことで

あろうといった類似の証言をまとめながら、

164件の事柄に分類してあります。この事柄

ごとに一つ一つ事実認定を進めてあります

が、その際、調査委員会としては、資料にあ

るとおりの４段階の認定基準に基づき判断す

ることとされ、二重丸、確かである及び一重

丸、確からしいに該当する132件の事柄を事

実認定してあります。そして、その132件を

Ａ、本生徒の人柄、性格等に関するもの、

Ｂ、本生徒の心情に関するもの、Ｃ、いじめ

の可能性があるもの、Ｄ、その他の４つに分

類してあります。 

 ６ページをお願いします。 

 さらに、本生徒の携帯電話に残されたメモ

の内容や先ほど事実認定したＡ、Ｂの証言な

どから、本人の心情を可能な限り推しはかる

作業が行われています。 

 具体的には、携帯電話に残されたメモか

ら、死への思い、強い自責の念、ダンスの練

習のつらさ、孤独感、孤立感、逃れられない

つらさなどが推しはかられています。本生徒

の人柄や性格に関する証言からは、真面目、

我慢強い、弱音を吐かない、悩みを抱え込み

がちといった性格が推しはかられています。

本生徒の心情に関する証言からは、ダンスは

特別なイベント、逃げられない、クラス間の

対抗意識、本番へ向けたプレッシャー、ダン

スは苦手、練習中の厳しい言葉や視線、うま

く踊れないことへの焦りや挫折感、周りに迷

惑をかけている自責の念、このつらい状況が

いつまで続くのかなどといった本生徒の心情

が推しはかられています。 

 最後に、先ほどの事実認定の中で、Ｃ、い

じめの可能性があるものとした24件につい

て、各事柄に含まれている個々の証言の内容

を踏まえ、16項目に整理された上で、先ほど

のＡ、Ｂの分析を踏まえて、それぞれの項目

について、本人の心情を推しはかりながら、

いじめとして認定するかどうかの判断が行わ

れました。 

 この結果、ダンスの練習に関するものとし

て８項目、ダンスの練習以外に関するものと

して１項目の計９項目について、いじめと認

定されました。 

 ７ページをお願いします。 

 いじめと認定した具体的な項目の内容が記

載されております。ダンスの練習に関する証

言について、本生徒が亡くなる前日である４

月10日のことと確認できるものと、それより

前であるが、いつのことかはっきりわからな

いものがあるので、４月10日より前のダンス

練習と４月10日のダンス練習に分けて整理さ

れています。 

 ①から④について、４月10日より前のダン

ス練習における強い口調による指導や厳しい

言葉です。⑤は、言葉ではなく、数十回繰り

返し練習させられたという状況です。⑥は、

本生徒を中傷するような言葉で、言ったとさ

れる本人たちはその事実を否定しているとい

う学校調査の記録がございますが、その場面

にいたとされる複数の生徒の証言を確認した

ことから、調査委員会としては、いじめとし

て認定しています。 

 ８ページ目をお願いします。 

 ⑦は、本生徒が１人でダンスを踊らされ、

その姿を笑っている者もいたという状況で

す。⑧の１から４までは、内容としては、10

日より前のことと重なっておりますが、10日

のダンス練習場面での出来事として確認され

ましたので、別にいじめ認定が行われまし

た。 

 ９ページをお願いします。 

 ここでは、ダンスの練習がどういったもの

で、どのような状況で実施されていたか等に

ついて考察されております。 

 この学校における体育大会の女子ダンス
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は、地域の注目度も高く、女子生徒たちにと

っては、特別な晴れ舞台という位置づけでご

ざいました。本生徒が所属する食農科学科と

普通科が優劣を競い合う形で行われ、ライバ

ル意識がとても強かったということが確認さ

れました。 

 そして、ダンスの練習については、体育の

授業の一環として行われていましたが、練習

自体は生徒の自主性に任せる形で、春休みに

入ってすぐに生徒たちだけの自主練習が開始

されたことが確認されました。 

 先ほど御説明したダンス練習におけるいじ

めが起こった背景として、思春期の女子生徒

特有の集団心理が働いていたのではないかと

いう可能性が推察されております。 

 なお、もう１項目、ダンス練習以外に関し

ていじめ認定が行われましたが、これについ

ては、いつ、どのような内容ということは確

認できなかったが、本人がある生徒に相談し

たという事実があるため、定義に基づき、い

じめがあったものと認定しています。 

 10ページをお願いします。 

 調査委員会としてのいじめと自死との関連

性についての見解を御説明いたします。 

 ここは重要な部分でございますので、正確

に読ませていただきます。 

 ダンスが不得手でありながら真面目で物

事に一生懸命に取り組む性格と、地域の人

々も見物に訪れるなど大きな関心と期待を

持つイベントである体育大会のダンスから

は逃れられないという観念が相乗的に作用

することで、本生徒は徐々に追い詰められ

疲弊してしまったのではないか。 

 連日のダンスの厳しい練習に続き、自死

する前日においても厳しい練習が行われ、

それが今後も続くであろうことへの心理的

負担は、かなり大きかったと思われる。ダ

ンスができないことに対し、練習の際にい

じめとして認定した厳しい視線や言葉を浴

びせられたり、ダンス以外の否定的な言葉

を投げかけられたこと自体、大きな心理的

圧迫であったと思われる。 

 また、うまく踊れないというプレッシャ

ーや、うまく踊れないままでは体育大会当

日にダンスを失敗して皆の前で恥をかくの

ではないか、クラスの迷惑になるのではな

いかという強い不安、加えて、その結果家

族を落胆させるかも知れないといった心配

等も心理的負担になっていたことがうかが

われる。 

 携帯電話のメモに書かれた文章の多く

で、ダンスの練習で周囲についていけず足

を引っ張っていることへの自責の念や、自

分で努力しても変えられないと思い詰めた

気持ちを吐露していることも、本生徒にと

ってのダンスによる心理的負担の大きさを

物語っており、誰一人助けてくれないとい

う強い孤立感・孤独感も加わって、つらい

毎日から逃れるために死までも思うように

なったということは考えられないことでは

ない。 

 以上のことからダンスの練習が本生徒に

強い心理的負担を与えていたことは明らか

であり、自死の前日の４月10日までのダン

スの練習において、繰り返し繰り返し踊ら

される中で厳しい視線や言葉を浴びせられ

るなどのいじめ行為については、本生徒に

とって強い心理的負担の一つであったこと

は間違いなく、いじめが自死の要因の一つ

になったものと考えられる。 

 以上のような見解です。 

 11ページ目をお願いします。 

 次に、ダンス練習以外の要因と自死との関

連性についての見解ですが、次のとおりで

す。 

 本生徒が残した携帯電話のメモの内容や

友人の証言から、ダンスの練習が始まる以

前から、死を考えるような出来事や悩みが

あったことは十分推察できるが、それが具

体的にどのようなものであったか、そして
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本生徒にとってどれほど深刻な悩みであっ

たかについては証言等からは確認すること

ができず、今回の自死の要因になったかど

うかについても判断することはできなかっ

た。 

 なお、本委員会はダンス以外にも、「本

生徒が好きな人のことでいじめられてい

た」という事柄についてもいじめがあった

ものとして認定したが、生徒の証言からは

当該いじめの時期や場所、内容等について

特定できないため、自死との関連性につい

ては不明であると判断した。 

 最後に、まとめとして、自死の要因に関す

る調査委員会の見解は次のとおりです。 

 本生徒は、ダンスの練習が始まる前まで

は、「死にたい」と思うほどの悩みを抱え

つつも、何とか一人で対応しようと頑張っ

てきたと考えられる。 

 しかし、本生徒が苦手としていたダンス

の練習が始まると、それまでの悩みに加

え、クラス全体がダンスで負けたくないと

いう雰囲気の中、それぞれの生徒がお互い

を思いやる余裕をなくしていく状況の中

で、ダンスをうまく踊れない本生徒にとっ

て、ダンスの練習の際に発せられた厳しい

言葉や中傷といったいじめによる自尊感情

のさらなる低下、誰も救いの手を差しのべ

てくれないという強い孤立感・孤独感、体

育大会当日にダンスをうまく踊らなければ

ならないというプレッシャーと失敗するこ

とへの強い不安や心配、つらい状況がいつ

まで続くのかという絶望的な気持ちなどが

積み重なり、本生徒が耐えられる心理的負

担の限界を超えてしまい、結果的に死の選

択につながったものと思われる。 

 以上のとおりでございます。 

 12ページ目、お願いします。 

 この調査委員会の見解をもとに、学校調査

委員会の見解について検証が行われました。 

 学校調査報告書における見解の趣旨は、①

ダンスの練習中の厳しい言葉は、本生徒にと

っては「精神的な苦痛を感じさせる心理的圧

迫」に当たり、その点ではいじめはあった。

②本生徒には以前から自死への思いがあっ

た。また、本生徒がみずから命を絶つに至る

までにはさまざまな複合的要因が考えられ、

ダンスの練習だけが自死の要因であるとは確

定できない。③生徒たちだけのダンスの練習

の状況については、学校もあらかじめ細かに

把握すべき事柄だったというものでした。 

 まず、いじめの有無については、いじめの

存在を肯定してはいますが、最も重要な部分

の判断にもかかわらず、その根拠を示すよう

な記載や分析がなく、説得性のある丁寧な説

明がなされていないと判断されています。 

 次に、自死の要因について、ダンス練習と

自死との関連性を認めてはいるものの、ダン

スと自死との関連性について直接的な言及は

なされておらず、また、ダンスの練習に関す

るいじめ以外のさまざまな心理的負担につい

て捉えていないなど、不十分であると判断さ

れています。 

 ダンス練習における学校の関与について

は、学校における把握が不十分だった調査委

員会の見解と同じくするものでございまし

た。 

 最後に、まとめとして、資料記載のとお

り、４点が指摘されております。 

 13ページをお願いします。 

 再発防止についての検証結果について、ポ

イントを説明いたします。 

 本事案の発生後、いじめ防止対策推進法の

施行などを踏まえて、学校や県の教育委員会

においては、さまざまな取り組みを進めてお

り、調査委員会の指摘に対して、既に改善策

がとられているものもあります。 

 しかし、取り組みが不十分であると思われ

た次の２点について指摘されております。 

 １点目は、全教職員による事案の振り返り

と共通理解の場が設けられなかったというこ
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とです。このような重大事態が起きてしまっ

たということを踏まえると、教職員全体でき

ちんとこの事案についての反省と教訓を共有

化すべきであると指摘されています。 

 ２点目は、生徒たちに対して、本事案につ

いての振り返りを促すような指導機会を逸し

てしまったということです。事案発生後のさ

まざまな混乱により、生徒へのアプローチが

難しくなってしまったようですが、やはり卒

業までに何らかの機会を設けるということ

は、生徒たちにとっても、学校にとっても重

要なプロセスであったと指摘しています。 

 また、全校生徒へ向けたいじめについての

指導についても不足していたと指摘されてい

ます。 

 14ページ目をお願いします。 

 このような検証結果を踏まえて、調査委員

会としての提言がまとめられております。 

 まず、調査委員会における外部の専門家の

積極的な活用、そして本事案の対応を振り返

ると、やはり調査委員会の委員長は、第三者

の専門家が務めることが望ましい。そして、

最もつらい立場である御遺族の心情に十分配

慮した丁寧な説明を行うべきということ。そ

れから、教育委員会から学校へ調査委員会事

務局に対する十分な人的支援を行うべき。そ

して、平常時の対応として、教育委員会に対

して、万が一の事態の発生に備えたマニュア

ルの整備や人材育成に努めるとともに、実効

性のある指導、研修体制の改善、充実に努め

るべき。学校に対しては、平常時から緊急時

における対応、体制を整備し、教職員間で共

有しておくべき。最後に、本事案から得られ

た教訓の共有化を図り、教員、生徒に対し

て、いじめについての本質的理解を深める取

り組みを進めるべき、との提言が行われてお

ります。 

 以上が調査報告書の概要でございます。 

 県教育委員会では、調査委員会の答申を厳

粛に受けとめ、答申のあった１月15日木曜日

に、教育長が、当該高校校長の同席のもと、

記者会見を実施しまして、学校がいじめを十

分に把握できなかったこと、学校調査委員会

の体制やいじめの有無に関する調査、審議等

において不十分な点があったことについて謝

罪し、今後の県教育委員会の対応等について

説明を行いました。 

 最後に、調査委員会からは、これらの検証

結果に基づき、さまざまな提言をいただいて

おりますので、この提言を真摯に受けとめ、

今回の事案から生まれる反省と教訓を生か

し、二度とこのようなことが起こらないよ

う、いじめの未然防止と早期発見のための取

り組みを進めるとともに、再発防止に向けた

マニュアル整備や教職員の研修等を充実さ

せ、命を大切にする心を育む教育を県教育委

員会及び学校総体として全力を挙げて取り組

んでまいりたいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

○平田体育保健課長 体育保健課でございま

す。着座にて説明させていただきます。 

 資料15ページをお願いいたします。 

 運動部活動及びスポーツ活動の基本方針の

策定についてでございます。 

 初めに、１、目的についてでございます

が、本県の運動部活動につきましては、少子

化に伴うチーム編成の困難、保護者や児童生

徒のニーズの多様化、勝利至上主義による過

熱化等の課題が指摘されてきました。 

 こうした中、平成25年度に、外部有識者に

よる検討委員会から、適正な運動部活動及び

スポーツ活動のあり方についての提言が提出

されました。 

 これらの動きを踏まえまして、本年度、適

正な運動部活動及びスポーツ活動を推進する

ための運動部活動及びスポーツ活動の基本方

針の策定を進めているところです。 

 次に、２、これまでの取り組みについてで

ございます。 
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 平成25年度、４月に運動部活動及びスポー

ツ活動のあり方検討委員会を設置いたしまし

て、２月に検討委員会から提言を提出してい

ただきました。 

 平成26年度は、４月から８月にかけまし

て、関係機関への提言説明とアンケートを実

施してまいりました。12月と１月には、地域

スポーツ推進リーダー研修会において提言の

説明を実施し、１月には、定例教育委員会及

び熊本県スポーツ推進審議会におきまして、

運動部活動及びスポーツ活動の基本方針の策

定状況について報告いたしました。さらに、

本日の教育警察常任委員会によります運動部

活動及びスポーツ活動の基本方針（案）の概

要についての御報告となります。 

 次に、３、基本方針（案）の概要について

でございます。 

 基本方針につきましては、①から④の４つ

を考えております。詳しくは、別紙の運動部

活動及びスポーツ活動の基本方針案(概要)で

説明させていただきます。 

 次の資料16ページをごらんください。 

 基本方針１は「小学校の運動部活動は社会

体育へ移行する」です。 

 県と市町村が連携して社会体育移行に向け

取り組みを推進することや、地域の実態に応

じた活動体制を整え、指導者の確保を行い、

実施可能な地域、学校、種目から社会体育へ

移行すること、学校の体育施設を活用し、活

動の充実を図ること、また、社会体育への移

行期限については、おおむね４年とすること

としております。 

 基本方針２は「中学校・高等学校の運動部

活動は社会体育と連携する」です。 

 中学校、高等学校の運動部活動は、これま

でどおり運動部活動として活動し、社会体育

との連携を図りながら活動の充実を図ること

としております。 

 基本方針３は「児童生徒の発育発達に応じ

た運動部活動を行う」です。 

 小学校におきましては、社会体育移行前ま

でとなります。小学校における複数種目の実

践や適切な大会参加と休養日の設定、学校組

織全体での運動部活動の運営を行うこととし

ております。 

 最後に、基本方針４は「指導者の資質向上

を図る」です。 

 指導に必要な知識や技能等についての研修

会実施と、指導者は、科学的な指導内容、方

法等を積極的に習得することとしておりま

す。 

 次に、右側の基本方針を推進するための具

体的な取り組み、こちらをごらんください。 

 (1)の小学校の運動部活動を社会体育へ移

行するための取り組みと(2)の小学校の運動

部活動の社会体育移行後における取り組みに

つきましては、県教育委員会、市町村、小学

校と分けて取り組み内容を示しております。 

 県教育委員会の取り組みにつきましては、

各市町村に対し、基本方針の周知やコーディ

ネーターの設置など、各市町村と連携して取

り組むとしております。市町村の取り組みに

つきましては、市町村教育委員会を中心に、

社会体育移行に向けた委員会を設置し、小学

校の運動部活動の社会体育移行に向けた会議

の開催や指導者の研修会等を開催するとして

おります。小学校の取り組みにつきまして

は、校内委員会を設置し、円滑な社会体育移

行について協議をすることや、社会体育への

移行後に、各学校において、児童の体力向上

に向けた体育的活動に取り組むとしておりま

す。 

 (3)の中学校・高等学校の運動部活動にお

ける社会体育との連携に向けた取り組みにつ

きましては、各学校に校内委員会を設置しま

して、総合型地域スポーツクラブ等の指導者

活用や合同練習会の実施について工夫を行う

こととしております。 

 (4)の児童生徒の発育発達に応じた運動部

活動を行うための取り組みにつきましては、
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年間を通してバランスのとれた活動を行うこ

とについて、小学校は、平日の活動を原則と

する。中学校は、土・日曜日のいずれかを休

みとし、休養をとる。また、毎月第１日曜日

は完全休養日とする。高等学校は、生徒の能

力・適正等を考慮して適切な休養日を設定す

るなどとしております。 

 (5)の指導者の資質向上を図るための取り

組みにつきましては、指導者研修会の実施に

つきまして、必要と考えられる研修会を例示

し、県、市町村及び関係機関、団体と連携し

て取り組むとしております。 

 以上が運動部活動及びスポーツ活動の基本

方針案（概要）になります。 

 次に、最初の資料15ページに戻っていただ

きまして、４の今後の取り組みについて、こ

ちらをごらんください。 

 平成27年２月に運動部活動及びスポーツ活

動の基本方針を策定します。３月からは、各

市町村等の関係機関を訪問し、基本方針の説

明を行います。また、４月からは、社会体育

移行に向けた取り組みを推進してまいること

としているところでございます。 

 以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○増永慎一郎委員長 続きまして、警察本部

から説明をお願いします。 

 初めに、田中警察本部長。 

 

○田中警察本部長 委員の皆様方におかれま

しては、平素から警察行政の各般にわたりま

して深い御理解と温かい御支援を賜っており

ます。心から御礼を申し上げます。 

 また、先日は、大変お忙しい中、年頭視閲

式、あるいは柔道・剣道・逮捕術大会に御臨

席いただきましてまことにありがとうござい

ました。重ねて御礼を申し上げます。 

 それでは、県警察から御報告する事項につ

きまして御説明いたします。座らせていただ

きます。 

 本日は、県警察の２年間の総合治安対策で

ある「安全・安心くまもと」実現計画2014

に、新たな課題への対応を図るために追加し

た性暴力被害者のためのワンストップ支援セ

ンターの設置に向けた取り組みについて御報

告させていただきます。 

 強姦を初め性暴力被害者の多くは、心身に

大きなダメージを負い、さまざまな支援が必

要であるにもかかわらず、自責感や羞恥心な

どから誰にも相談できず、孤立感を深めてお

ります。 

 ワンストップ支援センターは、こうした被

害者の心身の負担を軽減し、その健康の回復

を図るとともに、被害の潜在化を防止するこ

とを目的として、被害直後から産婦人科医

療、心理的支援、法的支援、捜査関連支援な

どの総合的な支援を可能な限り１カ所で受け

ることができるようにするものであり、県内

設置に向けて関係機関と協議を進めていると

ころであります。 

 詳細につきましては担当者から説明させま

すが、県警察におきましては、今後とも、県

民一人一人が幸せを実感できる安全、安心な

熊本の実現に向け邁進してまいりますので、

引き続き委員の皆様方の御指導、御支援をよ

ろしくお願いいたします。 

 

○黒川警務部長 警務部長の黒川でございま

す。私から詳細を説明させていただきます。 

 まず、ワンストップ支援センターの設置構

想の前の説明でございますけれども、性暴力

被害の現状について簡単に説明をさせていた

だきます。 

 この資料に掲げてありますのは、３年前に

内閣府が実施した調査の結果の概要でござい

ます。そのうち、女性が回答をした部分につ

いて抜粋して記載をしております。 

 このアンケートにおいて、女性が過去に異

性から無理やり性交をされたそういう被害を
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受けた経験があると答えた人が7.7％、被害

ありと、経験ありというふうに答えていると

いうところでございます。 

 そして、その加害者がどういう人だったの

かということも聞いたところ、このグラフに

ありますとおり、全く知らない人であったと

いうのは17.2％、極めて少数派でありまし

て、顔見知り、あるいはよく知っているとい

うのも含めまして、４分の３以上が加害者と

面識があると、面識のある人間から被害を受

けたというふうに回答がありました。例え

ば、これは、配偶者、元配偶者、友人、職場

の同僚ですとか、さまざまな関係がございま

すが、いずれにしても、面識がある者からの

被害であったというところが多いというとこ

ろでございます。 

 そして、被害に遭った時期、これは複数被

害の場合もありますけれども、そこについて

尋ねたところ、ここにありますとおり、小学

生以下の段階でも13.4％ということ、あるい

は中学生、あるいは中学卒業から20歳になる

までというところまでで40％近くを占めてお

ります。その後、20代が一番多くなっており

ますが、30代、あるいは40代になっても被害

を受けているということで、未成年も含めて

多くの年齢層で被害が生じているという実態

にございます。 

 そして、被害後、生活上何か変化があった

かという問いに対しては、被害を受けた方の

うちの85人、63％の方が変化があったと答え

ております。これは、心身の不調を来すと、

具体的に病気になるとかそういったものもあ

りますし、もう異性と会う、異性と話すこと

自体が怖くなったですとか、あるいは自己の

存在価値自体が否定されているような気持ち

になったとかそういったもの、あるいは不眠

症になってしまったとか、さまざまな被害、

二次的被害と申しますか、そういうものを受

けていると、変化があったと答えている方が

多いというところでございます。 

 そして、Ｑの５でございますけれども、じ

ゃあそうした被害を受けたときにどういう対

応をとったかというところでありますけれど

も、誰にも相談しなかった、できなかったと

いうことでありましょうが、そういう方が３

分の２を超えているというところでございま

す。そして、その次に多い選択肢としては、

友人や知人に相談ということで、家族や親戚

に相談したというものよりも友人、知人が多

い、家族のほうが少ないというところであり

ます。そして、警察に連絡、相談、あるいは

警察以外の公的機関に連絡、相談というの

は、それぞれ３％、あるいは２％と、非常に

少数にとどまっているという実態がございま

す。 

 このような調査が、３年前のものでござい

ますが、国においてなされているというとこ

ろでございます。 

 そして、１ページ目の下のほうの県内にお

ける性犯罪の認知件数、これは、警察が犯罪

として相談等があって認知したという件数の

グラフが、過去５年にわたって記載をされて

おります。ただ、この数字は、若干強制わい

せつ増加傾向にはあると言えるかもしれませ

んけれども、上記のＱ５にありますとおり、

誰にも相談しなかったとか、そういうことが

多いことを考えますと、あくまでこれは、県

内で発生している性暴力の暗数、ごく一部に

とどまるものではないかというふうに推察を

しているところでございます。 

 資料をおめくりいただきまして、２ページ

でございます。 

 今るる申し上げましたけれども、こうした

この性暴力被害者の置かれた現状、あるいは

課題というものを改めて考察をしてみます

と、この調査、冒頭にありましたとおり、被

害に遭ったと答える方が女性全体の７％以

上、１割近くに及んでいるということで、大

変実は多くの被害が発生しているというのが

実態であろうかと思います。 
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 そして、その多くが、面識を有する知人か

らの被害であったということ、関係性がある

ということは、それが、１度の被害のみなら

ず、継続して被害に遭うという可能性もまた

あるということ、そういうリスクもあるとい

うところでございます。 

 そして、心身に不調を来すということで、

非常にこの被害を受けられた方は、そのとき

の被害だけではなくて、その後についても非

常に悪影響がある、被害が大きいということ

がございます。そして、それがなかなか顕在

化してこない、１人で抱え込んでしまう、あ

るいは公的な対応の場になかなか乗っていく

ことができないということで被害が潜在化し

て、あるいは被害者自身が孤立してしまって

いるという現状にございます。 

 そして、その原因の一つといいますか、そ

こになかなかこの性暴力被害というものを口

にしにくいという現状がある中で、やはりそ

れを専門に受け付けるような相談窓口が、そ

れぞれさまざまな今相談窓口は、警察であ

れ、警察外の機関であれ、ございますけれど

も、やはり十分に整備されているとは言いが

たいという現状があるのではないかというふ

うに思われるところでございます。 

 そして、こうした現状を受けまして、今県

におきましては、こうした性暴力被害者を少

しでも救うために、そのワンストップ支援セ

ンターと呼ばれるものを設置すべく準備を進

めておるところでございます。今同様のもの

は全国のうち16都道府県に既に設置をされて

おりますので、それに類するようなものを熊

本にも設置したいというところでございま

す。 

 その支援センターといいますのは、この４

にありますとおり、さまざまな支援が必要で

ございます。総合的な支援ということで、医

療的な支援、あるいは相談等も含む心理的な

支援、あるいはちゃんと事件にして罪を償わ

せたいというのであれば、捜査的な関連の支

援もあります。あるいは、民事であれ、刑事

であれ、裁判といったようなことになってく

ると公的な支援も必要になってまいります。

こうしたさまざまな支援をできる限り１カ所

で、１回で被害者の方が支援を受けられるよ

うにするというのが、このワンストップとい

うような意味合いでございます。もちろん現

実には、医療であれ、法律的な相談であれ、

物理的に１カ所の場所で全てということは困

難かもしれませんので、まず、その総合的な

窓口といいますか、そこに行けば、あとは関

係部局に、自動的にといいますか、連絡をと

ったりするようなことで、何度も何度も電話

をかけ直したりとか探したりとかそういうこ

とを被害者がしなくていいような、そういう

ワンストップというセンターをイメージして

おるところでございます。 

 これにつきましては、５にありますとお

り、国でもさまざまな取り組みがなされてお

りますけれども、我が県でも、(2)にありま

すとおり、本年度、昨年４月に入りまして、

関係者を集めまして、このワンストップ支援

センターを設置するための検討委員会を設置

しまして、さまざま議論をしていただきまし

た。そして、その検討結果は、昨年の夏に警

察本部長に答申を受けております。その答申

も踏まえまして、この表にありますとおり、

ワンストップ支援センターを機能させるため

の公開講座を開催したり、あるいは、ことし

に入りまして、実際には医療機関での支援と

いうことが重要になっておりますので、産婦

人科の医療機関職員に対する研修なども既に

始めておるというところでございます。 

 １枚おめくりいただきまして、では、どの

ようなそのワンストップ支援センターという

ものが今構想をされておるかというところで

ございます。 

 さまざまなパターンが考えられますけれど

も、当県におきましては、答申も踏まえまし

て、この６の表にありますとおり、相談セン
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ターを中心とした連携型というものを想定し

て今準備をしているところであります。 

まず、相談センターを設置いたしまして、

ここにおきまして、24時間体制での電話での

相談あるいはメールでの相談、もちろん日中

であれば面会での相談と、こういったものを

受け付けるような体制、あるいは病院ですと

か警察ですとかに同行していただきたいと、

してほしいという要望があれば、そういった

支援も物理的にやっていくと。そういうこと

をする相談センターのほかに、やはり医療機

関は１カ所というわけにはまいりませんの

で、現在、県内で16の産婦人科医療機関の御

協力をいただけるという、まだ内諾段階でご

ざいますけれども、いただいておりますけれ

ども、県内の各地区にこの協力病院を設定い

たしまして、医療的な措置が必要であれば、

すぐに相談センターと協力病院が連携をとっ

て医療措置を受けていただく。また、逆に、

この協力病院のほうに先に被害者の方が訪れ

た場合は、そこで、ただ医療機関としての処

置、治療をするだけではなくて、ワンストッ

プセンター、相談センターの紹介をしていた

だいて、そこに連絡をとっていただいたり、

あるいは協力病院のほうから警察に、もちろ

ん本人同意があればですけれども、御連絡を

していただいたりですとか、そういった連携

がスムーズにできるような体制を構築する、

その中心にあるものが相談センター、ワンス

トップ支援センターであると、そういうよう

なものを想定しております。 

 このようなものを来年度、当然予算成立前

提でございますけれども、できるだけ早期の

うちに開設をしたいと考えております。 

 そして、こうしたセンターが設置されます

れば、この７にありますとおり、これまでも

さまざまな公的な支援の枠組みはございまし

たけれども、性暴力被害に特化することで、

より専門性を持った支援員による支援という

ものが実現できるのではないかというふうに

考えておるところであります。 

 そして、警察は、24時間体制で警察では当

直が業務に当たっておりますけれども、この

相談センターにおいても24時間体制で職員を

置くということを今のところは想定をしてお

りまして、そういった体制で、警察以外に

も、比較的敷居が低いといいますか、相談し

やすい場所に専用の窓口を整備するというこ

と、それ自体が効果であろうかと思っており

ます。 

 そして、この関係者が連携をするというこ

とで、さまざまな情報が即座に入手できると

いうこと、そして、その中で被害者が御自身

の選択でどういう支援を受けられるかを選ん

でいただけるというその選択肢の提供になる

というふうに考えております。 

 そして、(4)でございますけれども、警察

側にとりましても、被害者の方からの親告

で、これは加害者を処罰してほしいというこ

とになると捜査をするわけでありますが、例

えば、これが時期がおくれますと、いわゆる

体液ですとかそういったものが、もう証拠が

失われてしまうというような事態もあります

けれども、協力病院との連携があれば、そう

いった証拠保全の手続なんかをあらかじめこ

の病院のほうでやっておいていただければ、

その後の捜査もスムーズになり、結果的に被

害者の処罰感情にも応えることが少しでも容

易になると。こういうような効果も期待でき

るというふうに考えておるところでございま

す。 

 そして、この設置に向けた今後の取り組み

でありますけれども、今医療機関の職員に対

して研修も行っておりますが、既に、こうし

たセンターですとかが既に設置されている県

がございますので、そういったところで県外

研修等も行って、より具体的なノウハウの確

保に努めていきたいと考えております。ま

た、来年度できるだけ早期に開設ができるよ

う、この相談センターにおける運営をスムー
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ズにするためのさまざまな業務委託を想定し

ておりますので、委託のための準備の手続、

あるいは相談に適切に対応するための対応マ

ニュアルの作成などを今県警で行っていると

ころでございます。 

 この事業につきましては、我々熊本県警が

中心となって行っているところではございま

すけれども、当然、女性の人権ですとかある

いは社会福祉ですとか、そういったさまざま

な政策に関係がするところでございますの

で、知事部局、あるいは教育機関等とも連携

をして、公的機関が一丸となって、少しでも

性暴力被害をなくし、あるいは性暴力被害を

受けられた方の被害回復に資するような取り

組みをしていきたいと思いますので、引き続

きの御協力をよろしくお願いいたします。 

 私からは以上でございます。 

 

○増永慎一郎委員長 以上で執行部の説明が

終わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 

○小杉直委員 まず、県警の年頭視閲式が規

律正しくきびきびと行われておりまして、拝

見しておりまして、非常に立派な式典でござ

いました。それから、先般の逮捕術、柔道・

剣道大会も、寒い中をあれだけの元気よさと

覇気のある警察官らしい競技大会をしていた

だいておる姿を見て、頼もしさを感じたのは

私ばかりじゃなかったと思いますので、評価

をさせていただきたいと思っております。 

 ところで、今警務部長がおっしゃったワン

ストップ支援センター事業ですたいね、これ

は、お話聞いとっと、なるほど、なかなか積

極的に取り組もうとされているということで

感心をするわけですが、また、安倍内閣も、

あるいは蒲島県政も、我々議会も、地方創生

においては、その基本姿勢というのがワンス

トップというふうなことも打ち出しておりま

すので、それに沿った県警の取り組みという

ふうに感じたわけですが、警察が、なぜこの

ワンストップ支援センター事業を積極的に行

うのかというとをまず１点お尋ねしたいと思

います。 

 

○黒川警務部長 やはり今説明をさせていた

だいたものは性暴力被害ということで、犯罪

として認定のあろうがなかろうがということ

ではございますが、やはりその暴力の被害と

いうことで、犯罪被害者への対策という側面

を当然強く持っております。既に県警におき

ましては、公益社団法人の熊本被害者支援セ

ンターという外郭団体といいますか、公益法

人がございまして、そこと連携をして、県警

としても、ただ犯罪を検挙するだけではなく

て、犯罪被害者を支援するというのは県警の

業務としてやっておりますので、先ほど御説

明したとおり、警察以外にも広く関係する業

務ではございますが、犯罪被害者への支援と

いう側面があることから、今回は、この支援

センターの設置につきましては、警察が中心

となって今準備を進めている、そういう状況

でございます。 

 

○小杉直委員 なかなかありがたい方針じゃ

ありますが、広い業務がある警察、さらにま

た、いろんな課題がやっぱり広まっている業

務性の中で、こういうことまでに積極的に取

り組むということは、ありがたくもあり、多

少心配する向きもあるわけですが、運用する

時期はいつごろかということと、民間委託的

なことをされるとするならば、今被害者支援

センターをおっしゃいましたが、そこに委託

ということに大体内定しているわけですか

な。 

 

○黒川警務部長 時期につきましては、まあ

予算が前提でございますけれども、来年度予

算が執行できるできるだけ早い時期というこ

とで、諸準備等ありますので、６月ぐらいに
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は設置をできればということで今準備を進め

ておるというところでございます。 

 そして、業務委託ということを想定してお

りますけれども、この具体的な業務委託先と

いうのは、この被害者支援に関する当然専門

的な知識、技能、あるいは経験というものも

必要ですし、そういった体制がきちんと確保

されていること、そして、当然のことなが

ら、プライバシーに配慮した個人情報保護の

確保がしっかりできるような団体であるこ

と、そういったさまざまな条件を満たす必要

があろうというふうに考えております。 

 その点、法律上の犯罪被害者等早期援助団

体として、先ほど申し上げました公益社団法

人熊本被害者支援センターは、公安委員会か

らの指定を受けておりますので、その候補の

一つではあるというふうに考えております。

ただ、具体的には、実際に運営が開始できる

という段階になった時点で、県内にほかにも

ふさわしい団体があるのかどうかそこを精査

した上で、最もふさわしい団体に業務委託を

したいというふうに考えております。 

 

○小杉直委員 老婆心的なところもあるわけ

ですが、県警が主導的にやるということは結

構なことですが、やっぱり予算の問題です

ね、それから行政との連携、あるいは教育委

員会との連携、それから女性相談センターな

んかもあると思いますよ。そういう他機関と

の連携をされながら進められぬと、なかなか

これは成果が出にくいなということが１点

と、何ちゅうますかね、ストーカーもそうで

しょうけれども、なかなか微妙なところがあ

ると思いますたいな。犯罪になる前の性暴力

ということでしょう。そういうセンターが相

談窓口を開くということは、県民に周知をせ

ぬと、なかなかわかりにくいところがありま

すが、そういう他機関との連携とか周知の方

法についてはどういうふうに考えておられる

か。 

 最後に、警務部長が答弁されております

が、この窓口の部局はどこの部局、刑事部、

生安部、警務部とかいろいろありますが、ど

こが大体窓口というか、なるのかな、そこの

ところをちょっと教えていただきたい。 

 

○黒川警務部長 今申し上げましたとおり、

警察においてはですけれども、犯罪被害者支

援という側面が大きくございますので、この

支援センター業務につきましては、私が説明

しておりますとおり、警務部が犯罪被害者支

援を一括して持っておりますので、警務部に

おいて所管をしていくということを考えてお

ります。 

 そして、他機関との連携でございますけれ

ども、今知事部局との話し合いの中では、も

ちろん警察でもやってまいるんですけれど

も、県民への広報啓発活動、周知活動につい

ては知事部局の担当課、具体的にはくらしの

安全推進課でございますけれども、ここが主

体的に責任を持ってやっていただけるという

ふうになっております。あるいは、説明しま

したとおり、この性暴力の被害というのは、

未成年層にも多く起こっているという実態で

ございますので、当然、お子さん、あるいは

その親御さんという形になりますと、教育委

員会との連携というものも当然必要になって

くるかと思いますので、あくまでも事業主

体、あるいはその業務委託のもとは警察とい

うことになっておりますけれども、熊本県を

挙げた体制で、このセンターが、より少しで

も多く県民に認知され、具体的に活用してい

ただけるように、一丸となって努力をしてい

きたいというふうに考えております。 

 

○小杉直委員 なら、もう最後の質問という

か、要望になりますけれども、やっぱりこれ

だけ業務が広がって非常に複雑な対応をする

警察の業務の中で、ワンストップ支援センタ

ー事業を積極的に行われるということは、県
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民の安全、安心にとって、また、未成年者等

含めたところの性犯罪被害の対応というとは

非常に立派ちゅうか、ありがたいことと思い

ますので、やっぱり県警だけで抱えることで

なくて、今おっしゃったように、やっぱり知

事部局、教育委員会、その他の機関、それか

らまた、予算のこれは要ると思いますので、

予算とのうまいぐあいの知事部局の協力があ

るのかどうか総合的にやっぱり捉えながら、

ぜひひとつ前進していただきたいというふう

に思いますので、せっかくの起案でしょうか

らしっかり頑張っていただくことを要望し

て、終わります。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○氷室雄一郎委員 ちょっとこのレジュメの

報告書の分でございますけれども、９ページ

にありますように、このいろんなずっと事案

が記載をされているんですけれども、これ

は、生徒個人の姿とか、また、生徒同士の姿

はよく詳しくここに記載されているんですけ

れども、こういうものを、いじめが起こる前

の生徒を指導する教師の姿というのは全く我

々はここでは触れることもできないわけで、

例えば、体育の授業の一環として行われるダ

ンスの練習が行われとるということであれ

ば、そこには当然指導者、先生方がおられる

わけでございます。ところが、自主練習とい

う、この自主練習は土曜、日曜を除いて毎日

行われとる、また、始業式後もやった、こう

いうところに各指導者、教師あたりは必ずお

るのが当たり前の話でしょう。体調が悪い生

徒とかあるいはいろんな緊急事態が起こった

場合は指導せにゃいかぬし、もうもともとい

じめが起こる前の段階に問題があるんじゃな

いかと私は思うわけですよ。１人で前に出て

踊らされた、泣いとったと、携帯電話で撮ら

れたと、そういうものを生徒同士は見ている

わけですけれども、それを指導する先生方、

学校側の姿というのは、我々は全然ここで触

れることも見ることも、これはこの報告書に

はないわけですけれども、だから私は、こう

いう問題が、いじめの前の段階で、やっぱり

何かやる場合は、ちゃんとした自主練習であ

ろうが何であろうが、やっぱり学校側なり、

あるいは監督者、先生方の指導がやっぱり必

要なわけですよ。何かあった場合どがんね、

自主練習だから知りませんというわけにいか

ぬわけですから、その辺が私は、その学校側

の姿や教師の姿が全然見えないもんだから、

どうかなという気がしているわけです。 

 もう一つは、ちょっと奇異に感じた点は、

ここの12ページにあります。こういう文言が

果たして――この３番目の学校調査報告書に

おける２番目の自死の要因についてと、本生

徒は、以前から自死への思いがあったという

こういうもの、どういうことをここで言わん

とされているのか非常に奇異に感ずるわけで

ありますので、その辺の学校現場の学校側、

先生方のこういう事例が起こる前の段階の指

導性なり、また、綿密な――生徒が自主練習

にしても、それはもちろん正規の授業であれ

ば先生方がついておられるわけですけれど

も、あとは野放しにして自主練習やれと、そ

ういう中でいろんなことが起こっているんじ

ゃなかろうかと思うわけでございますので、

その辺はどういうふうに我々として捉えてい

いのか、また、どのようにその辺を感じてお

られる、そういう何か内容みたいなものは全

然ないわけですか。 

 本人と生徒間のいろんなトラブルなり――

トラブルといいますか、そういうやりとりが

あっているのはよくわかるんですけれども、

そういうものが起こる以前に、学校からどう

いう指導をした、どういうふうにキャッチを

して――そういうものが事前にあれば、また

変わったんじゃないかと思うわけです。そう

いうのはどこで私たちは判断すればいいの

か。どうなんですかね。 
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○越猪高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 まず、１点目の先生のお尋ねの教師の姿と

いうことでございますが、この事案の場合、

春休みのダンスの練習中ということでござい

ますが、学校では、基本的に生徒の活動が想

定されているときには、顧問または担当の教

師がついて指導をするという状況が一般的で

ございます。 

 それで、今回につきましては、いろんな要

因が重なっておりまして、まず１つは、学科

対抗のダンスの発表ということで、生徒たち

もお互いに自分たちのダンスを外に知られた

くないというそういう対抗意識の中で行われ

ていたということで、まあ、とは言うもの

の、教師がそれを把握してきちんとした指

導、対応をしておくべきだったという反省は

ございます。これは学校のほうの認識にもご

ざいます。その点につきましては、私どもも

機会あるごとに管理職を通じて指導してまい

りたいとは思っておるところでございます。 

 ２点目の以前からの自死の思いがあったと

いうことについて、学校はどういうふうに捉

えていたかということでございますが、この

以前からの自死の思いがあったということに

ついては、該当の生徒さんが亡くなられた後

に、いろんな記録から推察されたものでござ

いまして、存命中にはこの自死の思いについ

てあったということを推しはかる、そういう

要因についてはなかったというのが学校の判

断でございます。県教育委員会では、心のア

ンケート等を行いまして、いじめの有無です

とか、あと、学校の生活の様子等について細

かくできる限り把握するように現在もしてお

るところでございますが、この生徒さんにつ

いては、そういうアンケート等にも出ておら

なかったということで、学校のほうでは、事

前に察知することができなかったという現状

でございます。しかしながら、今回の第三者

委員会の指摘を受けまして、教師自身の感性

をより高める、精度を高めるというようなこ

とも含めて教職員の研修を充実するというこ

とで、今後二度とこういうことが起きないよ

うに対処してまいりたいというふうに思って

いるところでございます。 

 

○田崎教育長 今の点についてちょっと補足

させていただきますけれども、先生、12ペー

ジの学校調査委員会の見解の評価の③で、ダ

ンスの練習における学校の関与についてとい

うところがございます。生徒のダンス練習の

状況を学校もあらかじめ細かに把握すべきだ

ったとしておりというのを書いておりますけ

れども、学校の調査委員会の中でも、この細

かに把握してなかったことについては反省を

しているところでございます。 

 それともう１点、自死への思いというの

は、亡くなった後、当該生徒さんがメールに

残されたものを御遺族から見せていただきま

して、そこにそういう思いがつづられておっ

たということでございます。それが、ここの

中でこういう自死への思いといいますか、が

あったというふうなことで、学校調査の中で

も出ておりますけれども、今回の調査委員会

の中でもそういうことを前提にしたこの文言

になっているということでございます。 

 

○氷室雄一郎委員 いや、それはわかります

けれども、ちょっと奇異に感じたもんですか

ら、この自死への思い。こういう個人のプラ

イバシーにも配慮せぬといけませんし、ま

た、御親族の思いもあろうかと。なかなかち

ょっと何かここでは奇異な感じがいたしまし

た。 

 もう一つは、これからマニュアルなり、教

職員の指導もしっかりしていくということで

ありますけれども、基本的に先ほど言った各

科対抗であれ、また、自主練習であれ、じゃ

あ何かあったときにはどうするのかと。 
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 例えば、私も経験ございますけれども、体

育大会のときにスタンドが壊れてしまいまし

た。誰も――先生方も人数が少なくて、負傷

者も出ましたけれども、もう大ごとしまし

た。だから、やっぱり何があるかわからぬか

ら、自主練習であれ、学校内でやっている行

事なり、そういう行動については、ダンス以

外、これからいろんな部活動もそうでしょう

けれども、やっぱり顧問なり、また、指導の

先生なり、また、管理職なり、ちゃんとやっ

ぱり目を光らせておかぬと、どういう事例が

起こるかわかりませんので、その辺もしっか

りまたこれから対応の中に盛り込んでいただ

ければと思っておりますので、野放しという

言葉はちょっとおかしいんですけれども、先

生方も一緒の校庭におられるわけでございま

すので、守るということが大変なお仕事かも

しれませんけれども、そういう小さな配慮が

欠けてきますと、いろんな問題が起こるんじ

ゃないかと思っておりますので、その辺もま

た十分検討していただく余地があると思いま

すので、意見として述べさせていただきたい

と思っております。 

 

○平野みどり委員 関連です。氷室委員がお

っしゃったこと、本当にそのとおりだなと思

って聞いてたんですけれども、子供たち同士

の本当に密室と言ってもいい状況ですね、大

人がそこに関与しないということ。そうする

と、やはり子供たちの言動というのがエスカ

レートしていくというのが今回のことでよく

わかるなと。やっぱりおっしゃったように、

学校の中で、学校の活動の一つですよね、競

技ということで、それぞれお互いの手のうち

がわからないような形での練習ということ

で、秘密裏にというところもあったんだとい

うふうにお聞きしましたけれども、それでも

やはり教育という場の現場でやることですの

で、少しでもその教育的な側面がないと意味

がないわけですから、先生方の関与というの

は本当に必要だったなというふうに思ってい

ますので、今後そういうふうにまた取り組み

をされていくことだろうというふうに思いま

す。 

 それともう１つ、事が、この重大事案が起

こった直後に学校内でいろんな調査するのは

限界があるということは、もう教育委員会の

ほうでも十分おわかりだと思いますけれど

も、だけれども、そこ、時期を置くと、大事

な真実が見えなくなってしまうということも

ありますので、専門家が学校の中の委員会の

中にも１人今回入っていたということで、足

らなかったということですけれども、早期介

入する人たちは、学校外の専門家がたくさん

きちんと入っている状況の中で、いろいろ二

次被害云々と心配されるところもあると思い

ますけれども、丁寧に専門家が聞いていく

と、わかっていくということもあると思うの

で、やっぱり学校の先生方が常々日ごろ触れ

合っている子供たちの中でそういう重大事案

があったとき、どうだったね、こうだったね

と聞かれても、とてもじゃないけど言えるも

んじゃないだろうなと。私も、当事者ではあ

りませんけれども、感じるところはあるの

で、専門家と学校現場という部分、しっかり

と区別をして取り組んでいただくようにお願

いしたいなと。今後またこういう事例が起こ

らないとも、残念ながら、限りませんし、現

に、熊本市内の高校でも自死があっています

ので、これからどういうふうに調査されてい

くかということは注目されていくと思いま

す。時間が少したち過ぎている状況もありま

すので、丁寧に専門家が取り組むということ

をやっぱり大事にしていただきたいなという

ふうに思います。何か見解があれば教えてい

ただきたい。 

 

○越猪高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 事案発生後速やかに専門家の力をおかりし
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ながら丁寧に調査していくという方向で考え

ておりますので、今後二度と起こらないよう

な形で進めさせていただきたいと思っており

ます。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにございません

か。 

 

○平野みどり委員 ワンストップサービスの

ことでちょっとお伺いします。 

 小杉先生いろいろ御心配されていましたけ

れども、私はもうできるだけ早くこういうの

ができないといけないなというふうに思って

いた一人なんですけれども、この相談センタ

ーを被害者支援センターの中に置くという形

になるとして、例えば、実際被害に遭ったと

言ったら、遭った人が、何か小児科の緊急の

シャープ8000番という番号ですぐ小児医療の

専門性のある看護師さんが電話とられる24時

間サービスがありますけれども、ああいった

形で誰でもわかるような番号で、まずはセン

ターに電話が入り、そして、この県内全体

で、全域で取り組んでいくということになり

ますので、各警察署にもその体制をしっかり

とつくっていくということは絶対大事だと思

いますし、相談センターの委託される先の支

援員のスキルというの、これもとても大事に

なりますし、同じように、県警の各警察署の

中でも、常にそういった専門性のある心理的

な部分もしっかりと配慮した対応ができる体

制をつくっていかなきゃいけないというふう

に思っていますけれども、そこら辺の進みぐ

あいというのは今現状どうなんでしょうか。 

 

○黒川警務部長 まず、警察署でございます

けれども、これは女性警察官の増員というこ

ととも関連をしてくるのでございますけれど

も、まだまだ数は足りませんけれども、少し

ずつ県警でも女性職員、女性警察官をふやし

ております。もちろん女性だけが被害者とい

うわけではありませんけれども。そういう中

で、今は各警察署とも23署最低１名は女性警

察官が配置をされておりますし、今後も可能

な限りそれをふやしていく、そういう中で、

どの警察署であっても、女性の心情を理解

し、あるいは女性が被害親告相談しやすい体

制というのは引き続き構築に努めていきたい

と考えております。 

 また、この今回新たに設置するワンストッ

プ支援センターもそうでございますし、現状

既にあります被害者支援センターの課題、今

ある課題でもありますけれども、先生御指摘

のとおり、確かにまだまだ相談先としての県

民への周知というか、県民の方の認識が足り

ていないというところがございますので、こ

れは、先ほども御説明したとおり、県警のみ

ならず、さまざまな場面、さまざまな機関に

も御協力をいただきながら、こういう相談―

―電話番号もあるんだよ、こういうメールア

ドレスがあるんだよということをまず県民に

知っていただいて、そして、今回こういうも

のをまた警察署とは別につくりますのは、や

はり警察というと、どうしても心理的ハード

ルが高いというのが一般の方の大部分であり

ましょうから、警察じゃないところでも24時

間受け付けているんだよというところを、少

しでも多くの県民に、全ての県民に知ってい

ただけるように、設置前も、また、設置後も

県全体で広報啓発活動を展開していきたいと

いうふうに考えております。 

 

○平野みどり委員 田尻弁護士、板井先生等

の要望書の中にもありますけれども、性暴力

被害者のためのワンストップ支援センターと

いう名称じゃ、とても長くてわかりにくいで

すので、また、愛称というか――愛称であっ

てはちょっとあれですけれども、わかりやす

い名称で展開していただくように希望しま

す。 
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○増永慎一郎委員長 ほかにございません

か。 

 

○甲斐正法副委員長 今、ワンストップの話

がございましたが、他県で県民に周知する方

法としてはどのような事例をお持ちなのか、

少し御紹介いただければと思います。 

 

○黒川警務部長 やはり特効薬というものは

なかなかございませんで、これは予算の兼ね

合いもありますので、もちろん、それはテレ

ビですとか、インターネットですとか、そう

いったところで広く周知するというやり方も

ございます。あるいは、そういった無差別な

といいますか、そういうやり方もありますけ

れども、やはりこういう支援を必要としてい

る方がより接しやすいところ、それこそ医療

機関、産婦人科ですとか、そういったところ

にあらかじめこういうセンターのチラシを置

いておくですとか、あるいは、これから教育

委員会にもお願いすることになりますけれど

も、子供の関係であれば、やはりそれは学校

を通じて子供や親御さんに周知をしていると

いうことで、さまざまな方法がございます。

特効薬はございませんので、可能な限りあら

ゆる手段を使ってやっていきたいというふう

に考えております。そういった例が実際全国

でもやっておるというところでございます。 

 

○甲斐正法副委員長 私が、ある県で会議が

終わってホテルに帰って４時ごろのワイドシ

ョーですよね。ある県の事例ですけれども、

もうワイドショーを通じながら避妊の仕方と

か、あるいは高校生へのインタビューとかい

うことが実際やられてて、やはり県民意識の

違いなんだろうと思いますけれども、やっぱ

り我々男性と女性の視点というのは違うんだ

なということをすごく感じますけれども、や

っぱり先ほどから言われているように、県民

にどう周知していくか、そしてそこをどう利

用していただくかということも今後考えてい

かないと、やっぱり相談しても文化的な要素

としてはなかなか広がりがないような状況を

つくってしまうと、センターをつくっても広

がりがないということもあると思いますの

で、センターだけが機能してても、やっぱり

文化のつくり方というか、やっぱり教育委員

会等とも連携しながらやっていかなければな

らないのかなということは、よくそのとき感

じたことがありました。 

 以上です。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、その他に移りたいと思います。 

 その他で何かございませんか。 

 

○松田三郎委員 ２点ありますけれども、１

点目は、阿蘇山の降灰被害につきまして、教

育委員会のほうで施設課か義務教育課か政策

課かになろうかと思いますが、報道等で、あ

るいは関係の部局からも降灰被害の、例え

ば、道路に関しての被害でありますとか、農

業関係の被害でありますとか、そういうのは

よく聞きますが、教育関係あるいは施設関係

で、例えば、今は主に風向きによって高森あ

たりが一番被害が甚大であると。これが中長

期には風向きが変わったりすると、例えば熊

本市内の方向とか。先の議論ももちろんあろ

うかと思いますが、庁内においても、そうい

う対策の組織でありますとか、ＰＴもつくら

れたということで、教育庁からもどなたかメ

ンバーとして入っていらっしゃるんだと思っ

ております。 

 現状まで、例えば、教育施設にこういう被

害があったとか、あるいは児童生徒の登下校

あるいは授業を行うに当たってこういう支障

があるとか、あるいはそこまではないけれど

も、例えば学校から、あるいは保護者からこ

ういった困ったことがありますというような

話が幾つか上がっていれば、ちょっと教えて
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いただきたいと思います。 

 

○能登教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 私のほうが、全庁の組織のほうには私のほ

うが教育庁を代表して出席させていただいて

おります。 

 まず、県立学校関係での被害ということに

ついては、現在上がっておりません。また、

農業高校関係での施設等での影響というのも

今のところ上がってきておりません。小学校

等におきましては、義務制でございますが、

阿蘇管内の小学校のほうでは、マスクを市町

村で配っている学校もあるというふうに聞い

ております。ただ、授業の短縮とか休校と

か、そういった状況はないということでござ

います。現在も引き続きまして、教育事務所

を通じまして、義務制の学校の状況、あるい

は県立学校の状況については直接私どものほ

うで把握しているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○清原施設課長 施設課でございます。 

 被害状況については、今教育政策課から御

報告したとおりでございます。それで、今

後、もし降灰がひどくなるとか、そのような

状況が発生した場合には、降灰、灰のその除

去事業とか、あるいは窓の改修とか、あるい

はエアコンの設置等については、国の補助事

業等もございますので、市町村等から相談が

あれば、それについて適切に対応していきた

いと考えております。 

 以上です。 

 

○松田三郎委員 わかりました。 

 鹿児島県なんか桜島でかなり恒常的、日常

的なということで、県からもいろいろ聞き取

りに行かれたという話も聞いております。今

の段階では、子供さんの健康被害等も確認さ

れてないという話も聞いておりますので、今

のところはですけれども、頻度は高いとはい

え、まだ短期間ですので、なかなかこういっ

たマスクだけでどれぐらい有効なのかという

のも含めて、定期的に見守っていただきたい

ということを要望しておきたいと思います。 

 ２点目は、例の高校の再編整備についてで

ございます。 

 昨年といいますか、毎回この委員会でもそ

れぞれ御意見なり質疑があっているようでご

ざいますが、昨年の12月のこの委員会以降の

説明会等に関しての状況なりをちょっとお聞

かせいただきたい。といいますのが、溝口先

生、私の地元に人吉新聞というのがありまし

て、ここで、あさぎり町での説明会、いろい

ろな御提案なり、疑問なり、批判もあったと

いう中に、今回のような説明であるならばわ

かりやすいと、自分の意見も変わっていたん

ではないだろうかというようなことが記事の

中に書いてありました。ということは、前回

の委員会で、その説明の仕方も、まあ、資料

だけではなくて、いろいろな方法で工夫をし

てくださいというようなことの一つの成果な

のかなというようなことは考えております

が、そういった点も含めて、田村政策監のほ

うからお答えいただければと思います。 

 

○田村政策監 高校整備推進室でございま

す。 

 昨年の12月の委員会の後、昨年の委員会の

当日、12月15日が、ちょうど多良木町での小

中学生の保護者の方々を対象とした説明会、

それと、17日と18日は、それぞれ湯前町と水

上中学校で小中学生の児童生徒の保護者さん

を対象とした説明会を開催しております。そ

れと、年が明けまして、この１月の22日、先

週の木曜日でございますけれども、ここもあ

さぎり町内の小中学校の児童生徒の保護者さ

んを対象といたしました説明会を開催いたし

まして、都合４回、前回の委員会以降説明を

させていただいております。 
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 それで、参加者の方々の多くの意見といた

しましては、地理的なバランス、あるいは歴

史、伝統がある多良木高校、あるいは施設整

備がすぐれている多良木高校をなぜ校地とし

て使わないのかという御意見ですとか、ある

いは今後の入学者数を見込むのに過去の入学

者数は関係ないといったような、その素案に

反対するような意見が相次いで出されたとこ

ろでございます。 

 それで、教育委員会といたしましても、そ

れに対しまして、前回の委員会でも御説明し

ましたけれども、現在の子供たちの通学状況

のことでございますとか、あるいは歴史、伝

統、施設整備については、３校それぞれに優

劣がつけがたい状況にございますので、将来

の一定規模の入学者数を集めるためには、こ

れまで子供たちがどの高校を選んだかという

実績をもとに校地については決めたというこ

とを説明しております。その際に、前回の教

育委員会の中でも御指摘ございましたけれど

も、これまでの、要するに素案に至ります経

緯、平成19年の基本計画策定から今回の素案

に至りますまでの経緯の中で、球磨地域の子

供さんたち方の通学の状況とか、あるいは３

校の歴史、伝統についても、パワーポイント

にまとめまして御説明をさせていただいたと

ころでございます。 

 それで、このやり方につきましては、ちょ

うど12月の15日の多良木町の研修会場からそ

ういった形の説明会をさせていただきまし

て、あさぎり町でも同じような形で御説明を

させていただきました。それで、一応そうい

う説明をする中で、あさぎり町のほうから

は、そういったパワーポイントあたりの説明

を見られて、そういった御意見があったとい

うことは事実でございます。 

 とはいいましても、なかなかまだ御納得い

ただけてないというふうな状況もございます

ので、今後とも、さまざまな機会を見つけま

して、教育委員会の考え方については説明

し、一人でも多くの方々に納得していただけ

るようなことに今後も努めていかなければな

らないというふうには考えているところでご

ざいます。 

 以上です。 

 

○松田三郎委員 前回、もしくは、その前の

委員会でも私申し上げましたように、なかな

か、まあ、ほかの今までの前期、中期の地域

での説明会も似たような状況もあったのかも

しれませんが、事の性質上、論理必然に出て

くる結論ではなくて、例えば、数学の公式の

ように１足す１は２と誰でも納得できるよう

なことではなくて、恐らく教育委員会の中で

もいろいろ議論があって、そして、田村さん

おっしゃったように、いろいろなことを考え

た末での素案のという形の結論ということ

で、ぴしっと説明して、説明を受けた人が、

あ、それはわかりましたというふうにはなか

なかいきにくい類いのそういう性質の事柄か

なと。 

 今、いろいろな場で御意見があろうかと思

いますが、一番大きいのは、さっきおっしゃ

ったように、どうして――もちろん３校を２

校にするということ自体にまだ反対なさって

いる方もいらっしゃるでしょうけれども、私

の感覚で一番多いのは、３校を２校にする中

で、どうして校地――多良木高校、今のです

ね、が校地ではないのかというところの理由

というのが、なかなか聞いている方、御納得

いただいてない方が特に、しっかり腑に落ち

る状態ではないというところが一番大きいと

ころかなと思っておりますので、それはもう

一番御認識なさっていることと思っておりま

す。その点については一応の説明はございま

したけれども、最後におっしゃったように、

今後また説明会等がある機会がありました

ら、そこがやっぱり一番皆さん腑に落ちない

ところかなという感触を持っておりますの

で、その点についてはさらに、可能ならば、
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もっともっと研究をしていただいたそのわか

りやすい説明の仕方、引き続きお願いしたい

と思っております。 

 以上です。 

 

○増永慎一郎委員長 要望。 

 

○松田三郎委員 ですね。 

 

○田村政策監 おっしゃられるとおり、なか

なか数式のようにぴしっと割り切れるという

ものでは当然ございませんので、そこは、我

々の説明の仕方なりやり方なりにも多少そう

いったところでの課題はあると思っておりま

す。おっしゃられるには、どういったことが

できるか、今後も、これまでのやり方等を見

直しながら、しっかり工夫をしていきたいと

思います。 

 

○氷室雄一郎委員 私は市内ですけれども、

やっぱり多良木高校を卒業された方が市内に

おられまして、きのう、大変署名活動を何百

名と集めて回っておられる方とお会いして、

今後、説明会、なかなか御理解いただいてな

い部分もありますので、また説明会等を続け

ていかれるということでございますので、丁

寧にわかりやすく納得性のある御説明をいた

だければというそういう御意見を賜りました

ので、ここで伝えさせていただきたいと思っ

ております。よろしくお願いします。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにございません

か。――ないですか。 

 なければ、以上で本日の議題は全て終了い

たしました。 

 最後に、要望書が１件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。 

 それでは、これをもちまして第８回教育警

察常任委員会を閉会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

  午後２時58分閉会 
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